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Web3.0「DAO 法」の衝撃 
～組織運営の効率化・透明化につながる「日本版 DAO 法」への期待～ 

 ライフデザイン研究部 主席研究員 柏村 祐 

 

1.注目されるDAO 

DAO（Decentralized Autonomous Organization の略で、日本語訳は「自律分散型組

織」）という言葉を聞く機会が増えている。 

DAO は、インターネットにおける革新的なデータ流通構造である Web3.0 を実現する

1 つの形態を表現する概念であり、組織の効率的な運営を実現する試みとして創られ

た。DAO における意思決定は、メンバーによる投票で行われる。投票で決定された事

項はプログラムにより自動的に実行されるため、人による恣意的な改ざんや不正が発

生することはない。また、DAO における意思決定や活動は完全に公開されることで可

視化される。 

2022 年 6 月 7 日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針 2022 について

（骨太方針 2022）」の中で、「ブロックチェーン技術を基盤とする NFT や DAO の利用

等の Web3.0 の推進に向けた環境整備の検討を進める」と政府が明記したことが、DAO

が日本で注目される要因の 1 つとなっている。 

筆者は、DAO の概念を組織運営に組み込んでいる海外の暗号資産発行事業体の取組

みをレポートしているが（注 1）、現時点で日本では、DAO の利点といえる効率的な組

織運営を実現するためのブロックチェーンや暗号資産などのテクノロジーは存在する

ものの、DAO に法的根拠を与える法律の整備は進んでいない。 

2022 年 6 月 7 日に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」によれ

ば、Web3.0 の推進に向けた環境整備の 1 つとして、DAO の法的位置づけの整理に取組

むことが挙げられている（図表 1）。 

一方、世界を見渡すと、米国の一部の州で既に DAO を組織管理の一形態として認め

る法整備が進んでいる。本稿では、アメリカの一部の州で制定された DAO 法について

概観し、その仕組みについて考察を行う。 
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図表 1  Web3.0 の推進における DAO の法的位置づけの整理

 
 資料：デジタル庁「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（2022 年 6 月）（https://www.digital.go.
jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/5ecac8cc-50f1-4168-b9
89-2bcaabffe870/d130556b/20220607_policies_priority_outline_05.pdf） 

 

2.米国の州で可決された DAO 法 

日本において、DAO の法的根拠となる法令は今のところ存在しないが、米国では、

ワイオミング州とテネシー州で既に DAO 法が施行されている。2021 年 7 月 1 日に施

行されたワイオミング州の DAO 法を確認すると、一般的な会社組織と異なる点とし

て、当該組織運営をメンバーによる人的管理型 DAO にするか、事前に設定されたプロ

グラムに基づくアルゴリズム管理型 DAO にするか選択できることが挙げられる（注

2）。 

プログラムに基づくアルゴリズム管理型 DAO において新たなプロジェクトを開始す

る場合、プロジェクトの実現に向けた提案方法から DAO メンバーによる投票ルール、

投票日程、投票結果に基づく資金の送金プロセスまで、事前にプログラミングされた

「決まり事」通りに実行される。 

また、DAO 組織は、組織の活動や財務状況についてオープンなブロックチェーンを

利用できるとされる。ブロックチェーンは誰もが閲覧可能な改ざんできない記録台帳

であり、どのような意思決定がなされたのか、どのように資金が利用されているかな

どの記録が保持され、それらはリアルタイムで閲覧できるため、組織におけるガバナ

ンスの透明性を確保できる。 

ワイオミング州の DAO 法が規定する組織定款に記載するべき内容は 11 項目となっ

ており（図表 2）、これらの項目がアルゴリズムにより管理・運営されることにより

透明かつ効率的な組織運営が期待される。この DAO 法に基づいて設立されたワイオミ

ング州初の DAO は American CryptoFed とされている（注 3）。 
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図表 2  ワイオミング州 DAO 法が記載を義務づける定款の内容 

項番 内容 

1 会員間及び会員と分散型自治組織の間の関係 

2 構成員となる者の本章に基づく権利及び義務 

3 分権的自治組織の活動及びその活動の遂行 

4 運営協定の改正の手段及び条件 

5 会員の権利及び議決権 

6 会員の持分の譲渡性 

7 会員資格の取消し 

8 解散に先立つ会員への分配 

9 定款の変更 

10 適用されるスマートコントラクトの修正、更新、編集又は変更のための手続 

11 分散型自治組織のその他のすべての側面 

資料：ワイオミング州 HP より「https://www.wyoleg.gov/Legislation/2021/SF0038」 

 

 また、米国における DAO 法の施行はワイオミング州にとどまらない。米国テネシー

州においても、知事が 2022 年 4 月 20 日に DAO 法案に署名を行い、DAO に法的地位を

与えている。両州は、DAO を LLC（有限責任会社）と同様の位置づけとしている。テ

ネシー州 DAO 法では、当該組織運営をメンバーによる人的管理型 DAO にするか、スマ

ートコントラクトに基づくアルゴリズム管理型 DAO にするか選択できる。また、テネ

シー州の DAO 法は、組織規程に記載するべき内容を 11 項目挙げており、その内容

は、図表 2 に掲載したワイオミング州の DAO 法が求める記載内容と類似している（注

4）。 

 

3.DAO法の意義 

以上みてきたように、米国の一部の州においては、アルゴリズムに基づいた人手を

介さない組織運営を可能とするDAO法が既に施行されている。 

米国でDAO法が施行されたことにより、有史以来、人が行っていた組織運営に関す

る業務を「決まり事」として事前にプログラミングしておき、極力人手を介さない組

織運営を実現できる仕組みを構築できるようになった。DAO法は、コンピューターア

ルゴリズムによって組織の活動や財務状況を透明化し、運営を効率化するという取組

みを支える法的根拠となるものであり、従来の常識では考えられなかった法律と言え

るのではないだろうか。日本におけるDAOの環境整備は検討が始まった段階である

が、既に米国では州法として成立しており、一部の企業がDAOを採用している点は注

目に値する。 
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 世界を見渡せば、DAOの概念に基づいた組織運営が実行されている事業体は、暗号

資産業界を中心に既に存在しており、これらの事業体において、DAOの概念を実現す

るアルゴリズムが機能することは証明されている。これらの実績あるアルゴリズムに

加えて、米国のようにDAO法による法的根拠が明確になることは、DAOが新たな組織運

営の一形態として信任されるための環境整備が進んでいることを意味する。ただし、

現時点ではDAOは新しい組織形態であるため、DAOメンバー間での争いについて解決す

る法的な枠組みがない点には留意する必要があるだろう。 

日本においては、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」に記載されている

「DAOの法的位置付けの整理」を実現するために、米国で既に施行されているDAO法を

参考にしつつ、日本の組織に適合するような法制化を進めるべきだ。日本の組織に適

合する「日本版DAO法」の法制化を実現することは、組織運営の効率化・透明化につ

ながる組織形態のイノベーションとして期待されるDAOを普及させる第一歩につなが

るであろう。 

 

【注釈】 

1) Web3.0「DAO」の衝撃～Web3.0 時代の自律分散型組織の可能性～ 

https://www.dlri.co.jp/report/ld/193839.html 

2) ワイオミング州 HP より 

https://www.wyoleg.gov/Legislation/2021/SF0038 

3) American CryptoFed HP より 

https://www.americancryptofed.org/ 

4) テネシー州 HP より 

https://wapp.capitol.tn.gov/apps/BillInfo/Default.aspx?BillNumber=HB2645 

 


